
連絡事項連絡事項

○「新たな治験活性化５カ年計画」の中間見直
しに関する検討会について検

○平成22年度治験拠点等整備事業補助金につ
いて

○中核病院・拠点医療機関の評価について○中核病院・拠点医療機関の評価について

○グローバル臨床研究拠点事業について○グロ バル臨床研究拠点事業について
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（目的）

治験拠点病院活性化事業
（目的）
○ 「治験拠点病院として治験環境の充実に必要な経費を補助することにより、 国際競争力のある医薬

品・医療機器の研究開発環境を整備する。」

（交付 対象）（交付の対象）
医療施設運営費等補助金（治験拠点病院活性化事業）
○ 平成19年4月13日医政発第0413004号厚生労働省医政局長通知の別紙「治験拠点病院活性化事

業実施要綱」に基づき 厚生労働大臣が適当と認める者が行う治験拠点病院活性化事業に対して業実施要綱」に基づき、厚生労働大臣が適当と認める者が行う治験拠点病院活性化事業に対して
国が補助する事業

（補助条件）
治験拠点病院活性化事業においては、医療機関において、治験環境の充実に必要な事項として、①に治験拠 病院活性 事業 、医療機 、治験環境 充実 必要 事項 、①
掲げる事項を行うこと及び②から④までの事項の全部又は一部を行うこととする。

①アからウまでの全部又は一部の治験担当職員の雇い上げ。ただし、ア又はイは必ず行うこととする。
ア CRC（治験コーディネーター） イ データマネージャー ウ 事務補助員

②アからウまでの全部又は 部の治験業務のIT化②アからウまでの全部又は一部の治験業務のIT化
ア システムエンジニアの雇い上げ イ プログラマーの雇い上げ ウ コンピュータのリース

③普及啓発
リーフレット等啓発資料の作成及び配布

④関連医療機関への情報提供等の支援
連絡会議の開催

国内未承認医薬品・医療機器の解消及び国際共同治験の推進に係る国の施策及び 指導に協力する
ものとする。

本事業終了後においても、上記取組みを継続するものとする。
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平成21年度の補助金執行実績
¥50,000,000

平成 年度の補助金執行実績
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給与費（賃金含む） IT 情報提供 その他
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治験拠点医療機関予算の考え方治験拠点医療機関予算 考 方

2500

補助上限
（万円）

2000

2500

各機関における
自立 基盤維持

1000

1500
自立した基盤維持
に向けて
公的補助→
医療機関負担

拠点4
拠点5…500

1000 医療機関負担へ
シフトをはかる

拠点1
拠点2

拠点3
0

平成19年度
平成20年度

平成21年度平成21年度
平成22年度

平成23年度
拠点1 拠点2 拠点3 拠点4 拠点5…

平成 年度 年度 平成 年度（案）
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平成19年度～21年度 平成22年度（案）
約 7億5000万円 約 6億円


